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.:卜!

六
二

f

l
卷

.(

ニ
六
四

)

‘

說
中
立

f

f

敵
f

i

 

’ 

_

'諸
.

.
に
.就
參
國
別
に

.
國
內
：_
制
卑

の
由
來

を
'略

記

す

■'
.

‘ 

I

E

..'
:

.1

、
怫
，國

'■
'

:

.
 

:•-... 

.
 

,
 

'
 

.

o 

 ̂

.
た
る
 

f

 
令
は
中
立 

0

> 0
載
貨
中
敵
國
に

V

農

5

 

2

 

t

れ
た

S

■

 

s

f

命
ず
る
も
の
こ
し
て

U

尊

命

令

は

之

ょ

ぅ

先

き

一

六

八l

i

ィ

十
S

に

依
.
5

せ

ら

れ
f

刺

令

即
I

こ
M

す
ハ
|

物
“
 

t

す

る

一

切

の

船

舶

は
.…

：
.
合

法

の

捕

獲

物

た

る

可

し」

を

S

す

る

わ

,.す
め
ら
ォ
且
つ
此
ル
ィ
十
四
世
の

.
勅
令
は
後
年

C

O

I

: 

I

の
判
決
に
依
て

I

の
赦
こ

? 

し」

と
の
解
釋
を
一
決
，せ

ら

れ
た
る

I

て
f

七

〇
四
年
の
命
令
.こ
依 

± 

 ̂
^
 

^
 

S 

@
 

 ̂

に 

5

 
切
の 

f

 を
沒
收
す 

1

太
ず
：款
て
气

‘
r .
i

生

i

 -

 

f

七
ら
れ
た
る
貨
物
は

S

有
主
の
何
人
た
る 

栽

m

1

.

1
 

?
る

J

を
命
ず
る

-

の
？

！
 

J

可
し
。

是
れ
當
時
佛
國
が 

(

P
夕
丸)

•
ぶ

系

t

た
る
條
約
の

©
き
に
：反
す
る
も
の
な
る
乙
年
曾
て

S
S

摘
し
た
る
所

？

o 

a
 

•

1

に
一
七
四
四

.年
英
怫
間
に

®
爭

破
裂
す
る

に
.
及

び

怫

國

は

新

刺

令

を

發

し

從

來

I
卜:}の

主
張

.に
重
要
夺
る
變
更
を
加
へ
た
ぅ
。
即
ち
中
立
船
內
の
敵
貴
を
沒
收
す
る
の
：
一
事
は
侬 

然
こ
れ
を
保
留

す
-る

も
船
舶
及
び
»
他
の
載
货
は
之
を
释
放

す
る

こ
と

V

爲
せ
り
。
但
し
敵 

國
に
て
生
產
又
は

.製
造
せ
ら
れ
た
る
貨
物
の
沒
收
は
新
勅
分
に
依
て
之
を
廢
せ
ら
る
、
こ
と 

な
か
り
き
。
斯
く
し
て

.此
勅
令
は
，

|

七
七
八
年
七
月

^

で
存
續
せ
.ら
れ
其
間
右
四
四
年
の
英 

佛
戦
带
及
び

一
七
3;

六
年
の
七
年
戰
_
の
雨
度

R

適

用

せ
ら
れ
れ

P
O 

.(

蝕 
一
&
 

0
細

は
.
H田
^

#
雜
認
本
牟
七
月
雜
所

_

拙
締

01.)

め
四
參
腹 

米
國
獨
立
戰
箏
の
起
る
に
及
び
佛
國
は
遂

に

j

七
.七
八
年
七
月

ニ
十
六
日
を
以

て「

自
山

船 

自
由
；貨

」

の
原
則
を

承
：！
I.

す
る
の
新
規
則
を
發
布
し
た
ぅ
。
是
れ
佛
國
が
國
內
立
法
を
以
て
此 

.原
則
を

採
用
し

た
5

:最
初
の
國

.と
し

て：他
に
誇
る
所
な
斯
く
し
て
ー
八
五
六
年
巴

M

直 

言
の
成
る
の
ビ

き
ま

で
佛
國
は

始
終
 

一■賞
し
て
此
新
規
則
釔
適
用
し
耿
て
渝
る

乙

ど
な
か
り 

V

が
此
新
規
則
に
は
其
第
ニ

«

中
に
一
の
除
外

‘例
を
親
定
し
た

i

其
要
耪
は

「

自
由
船
自

*
 

貨」

の
原
則
を
認
め
ざ
る
敵
國
货
物
に
對
し
て
は
新
規
則
を
適
用
す
る

Z-ビ

な
く
之
を
拿

'捕

す 

る
こ
ビ
を
得
と
云
ぶ
に
在
り
。
是
れ
米
國
が

.後
年
他
國
と
の
條
約
中
に

f

用
し
た
る
特
別
規

•
Kに
し
て
余
が
前

.に

.
'說

明

し
^

，る
所
な

&

V
 (

餘
ー1:〇

)
.

而
b

,て

此

除

外

例

：的

，規

定の
實
際
に
一
a
 

,

、

-^
±】

i

(

：1
ー'六
玉
.

)

：
.：論

說

.

.中
立
船
內
の
敵
貨

W,

敵
船
內
の
中
立
貨. 

笫

汍

號

六

コ

ー



绡
t

l
卷

(
一
i

六六)

論

m

‘

中立船内の敵貨と敵船内の

#

立貨
.

用
せ
ら
れ
た
る

は

新
规
則
の
發

布
せ
ら
れ
た
る
翌
七
九
年
一

月

に
し
て
即
ち
佛
國
が
西
班
牙 

と
聯
合
し
て
英

_

ど
戦

.

I

和
蘭
が
英
國
の
主
張

I

H

同
國
に
對
し
自
國
船
內
の
怫
、西
貨 

を
拿
柿
沒
收
す
る
の
權
を
認
め
た
る
を
以
て
佛
國
は
之
に
應
す
る
爲
め
直
に
和
蘭
船
內
の
英 

い國
货

t

斷
し

.商
規
则
の
轉
用

|

止
し
之
：

|

ふ
る
に
襲
の
一
七
七
四
年
の
所

^

I

主 

義

に
依
る
舊
規
定
を
復
涪
し

.た
り
。

此
除
外
例
的
規
定

.は
其
後
革
命

興
爭
中

及
び
ナ
•ホ
レ
ォ 

ン
戰

華
.

^

佛

國

囊

國
に
對

し
て
適
用
し
た
る
所
に
し
て
就
中

‘著
名
な
る
は

一

八

o

六
年

0

^

^

®

^

^

 

®

n

な
-
。
，即
ち
伯
林
布
告
の
前
文
第

八
？

“
日

.く

 

.
 

.

.

.

.

.
 

-

:,
'

:

:
敵
が
利
用
す
る
武
器
は
.同
じ
く
之
を
以
て
其
敵
に
對
し
て
利
用
す
可
く
又
敵
が
叩 

.

る
■

闘
手
段
は
又
等
し
く
之
を
敵
に
對
し
て
利
用
す
る
は
自
然
の
柳
利
な
り
。
而
し
て

S
 

國
を
文
明
が
人
類
間
に
扶
ぎ
し
た
る

I
切
の
正
義
の
思
想
ビ

.
高
命
な
る
情
操
を
無
視
し

ど 

る
を
以
て

■

«

は
英
國
に

：

對
し

「

同
國
か
其
海
.戰
法
规
中
に
規
定
せ
る
慣
例
を
適
用
す
る
に 

決
し
た
气

:'
:
.
'本
布
吿
の
_

項
は
英
國
が
交
戰
法
規
は
陸
海
に
於
て
同
一
な
る
こ
ビ

、交

,

f
 

」

は
，私
有
財
産
の

！

切
及

.び
軍
職

f

無
關
係
な
.る
箇
人
に
及

1
ば
ざ
る
こ
と
及
び
，，封
敛
權
よ
見

ゾ
,實
に
、充
分
の
兵
力
を
以
，て
守
備
せ
ら
れ
た
る
防
守
地
®
に
限
ら
る
可
き

こ
と
を

承
認
す
み 

A
I

き
ま
で
帝
國
の

‘基

本

似
則
を
規
定
し
た
る
も
の

ど
認

め
ら
る
可
し
。

.

0

て
同
布
吿

_は
本
文

•!
-
五
條

R

於
て
英
國
商
品
の
賣
買
を
華
じ
且
つ
英
國
に
«
し
又
は
英 

國
の

H

場
も
し
く

_

檝
民

.地
ー
ょ
な
來
る

|

切
の
貨
物
を
以
て
合
法
の
補
獲
物
ど
爲
す
旨
を
規 

定
し
：た

K

v

o

m

rIミ
1

1

フ
；.ン

布

吿

第

四

條

に

日

く

 ̂
^

w
 

0

a

®

i

^
.
*
0
®
.
#
0
.
M

M

,
0

適
.用

を

英

國

貨

物

に

對

し

て

停

止

し

た

る

を

.云 

ふ)

た

る

英

國

政

府

の

採

用

せ

る■野
®.
な

る

制

度

に

對

す

る

茈

當

な

る

報

復

に

外

な

ら

ざ

る 

.
:か
故
に
勿
何
な
る
國
に
て
名
英
國
政

.府
を
强
耍
し
て
其
國
の
國
旗
を
尊
重
せ
し
む
る

乙

，じ 

,

を
も

^

る
.國
に
基

I

て
ぬ
是
等
瓶
定
の
效
力
を
中

±

せ
&

る
可
し
。

改
に
是
等
規
定
は
英 

國
政
府
か
交
戰
狀

'態
に
在
る

■文
明
諸
.國
を
拘
束
す
る
原
則
に
復
歸
せ
ざ
る
間
は
常
に
其
效 

.カ
4>
.存
績
す

_る
も
の

.な

&

:1
0
.

(

註
ニ
〇〕

三
田

裂
會
雜

■誌
.本
年
八
月

^
所
贼
拙
嵇

o

e

0六

I

R

一
 

八

一

五
年
の
講
和
以
後
に
在

6

て
は
怫
國
が

SI

め
て
其
主
義
を
鲽
叨
す
る
機

#
 

を
4

す
る
こ
と
久
し
く
絕
へ
た

&

し
か
一
八
五
四
年
英
國
と
聯
合
し
て
露
，
に
宣
戰
す
る
に

▲

十
！
S
 

ニ
ー 

六
七)

論

就

中

立

船

内
.の
敵
？

敵
船
内
の
咿
立
货

 

第
，I

六
£-



.

.

.笫十
署

「
(

ニ
六
.八)

：
.論
：

.說
-

,
中
蒸
内

0
'敵貨と敵船內

.

.の
中
立
貨
へ
：

 

六
i

:
 

及S

四
月

英

佛
共
同

.の
宣
'言
を
發
し
中

'立
船
內
の
敵
貨
は

' 
戦
時
禁
制
品
を
除

<
 
外
之
を

拿
補 

せ
ざ
る
旨
を

S

E

し
た
り
。
是
れ
五
六
年
そ
の
戰
後
の
巴
里
會
議
に
於
け
る
所
謂
巴
里
宣
言 

中
.に
承
認
せ
ら
れ

' ^

る
今
旧
の
國
際
原
則
を
確
立
し
た
る
も
の
に
し
て
實

R

英
國
が
^
古
來 

の
貨
主
々
義
即
ち

c
l
o
l
a
t
o

 

del 

m
a
r
e

の
主
義
を
放
棄
し
て
英
怫
ミ
も
に
其
海
上

捕

獲

の

主

_
 

を
典
同
に
し
た
る
ク
ジ
ミ
ヤ
戰
爭
の
結
果
に
外
な
ら
ざ
る
な

&
°

ニ
、.西
班
牙
：

 

，

西
班
牙
は
十
本
世
紀
；後
半
政
狻
、和
蘭
、怫
國
、英
國
等
と
の
間
に
締
結
し
た
る
條
約
中
に

「

自
句 

船
自
由
貨
弊
の
原
則
を
採
用
し

ガ

り

し
か
：十
八
世
紀
に
入
ぅ
て
も

「

七
一
三
年
の
ク
ト
レ
ヒ
ト 

嫌
卿
に
依
ぅ
て
英
國
、翌

一 .

W

年

の
條
約
に
侬

J

て
和

M

ai

に
一
七
ニ
五
年
の
維

a

條
約

R

衣 

り
て
燠
地

^
と
の
間
に

此

原
則
を
承
，認
し
た
り
。
然
れ
ど
も
其
國
內
立
法
に

於
て
は
成
然 

c

o

l

a
 

£
 
i

 

I

主
^

f

拾
て
す
一
七
〇

一一
年
及
び
ー
八
年
に
發
せ
ら
れ
た
る

励
令 

六
八
：
1

年

及

が

一

七

〇
四

年

，の

佛

王

ぐ

ィ

十
'四
世
の
'刺
令
を
模

傚

し

た

る

も

の

な

办

ビ 

の
減
學
潜
の
批
：評
の
如
く

I

ご
孰
れ
も
舊
虫
義
を
維
持
し
た
る
も
の
な
り
き
。
西
ぽ
牙
が 

遂
に
：其
、國
內
法
に
於
て

「

自
由
船
自
曲
貨

」

の
渐
原
則
を
確
認
す
る
に
至
り
し
は
一
七
匕
九
戸
も

し
く
は

1
七
八

0

年
な
り
き
。

(

独
'
-三)

而
し
て
苒
び
右
の
或
學
者
は
之
を
以
て
亦
を
の
前
年

も
し
く
は
前
々
年
即
ち

1

七
七
八
年

0

«
國
の
新
規
則
を
假
用
し
た
る
も
の 

&

o
參

s

r
斯

0

如
く
西
班
牙
は
典
國
內
法
を
以
て
新
原
則
を
確
認
し
た
る 

時

佛

國

，と

聯

盟

し

.て
英

.國
に

.對
し
交
戰
中
な

P

し
を
以
て
八
〇
年
佛
國
ビ
典 

國
の
主
、唱
に
：係
る
所
謂

「

第
一
武
裝
中
立

」

の
原
.則
を
最
も
熱
心
に
賛
同
し
中

立 

關
し
て
左
の
親
足
を
設
け
た

b
o

.

一
、

中
立
船
は

_

w

國
の
諸
澠
及
び
沿
岸
に
於
て
自
自
に
賀
易
に
從
事

す

.
'し
。

.'

. 

.

.

.

.

.

h

; 

ニ

;:
交
戰
國
の
人
民

^

«
ず

る

：財
產
は
ー
戰
時
禁
制
品
，の
'外

中

立

船

内

に

在

::
::::
.丨
 

’

.

斯
く
て

此
戰
爭
の
終
局
た
る

一
七
八
三
年
の
グ

エ
ル
ナ
ィ

ユ
麵
和
條
約

に 

英

怫

に

對

し

改

め

：て

「

自

出

船

自

由
貨」

の
，
原
則
を
承
認
し
た
り
し
か
後
幾
千
，

も 

革
命
戰
爭
の
破
裂
す
る
や
西
班
牙
は
英
、露

#

、塊
等

Q

諸
國
ビ
結
で
怫
國
に

*
 

丁
妹

と

端
典

)

が
直
接

R

も
間

接

に
i

海

上
文
は
佛
國

*

.
に
：於

て

_

國

の
'通

商 

,

.
 
.
0
^
,
0 

f

f
中
.立船內：
0
敵
賞
之
敵
紙
权
の
也
立
貨

な

b

ど

批

評

せ 

R

止

ま

ら

す

當
 

に
同
年
恰
も
露 

船
內
の
敵
貨
に

る
こ

W

を
、得
ベ

て
自

tf
l
な
る

.於

て

西

班

牙

は 

な

く

し

て

佛

國 

し

中

立

國

就
.中 

も

し

く

は

财

產

第

九

號

六
七
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亦
十
I
 

(

二
七
〇)

論

m

中
立
船
内
の
敵
货
と
歐
船
內
の
中
立
货
，
 

_ 

U、、

を
保
護
す
る
こ
ビ
あ
る
可

S

を
防
止
す
る
爲
め
に
互
に

®

力
せ
ん
こ
と
を
約
し
た
る
次
£
し

u

m

j

"

の
な
れ
ど

"

一
七
九
五
年
米
國

I

條

S

於
て
中
立
船
內
の 

«
 

i
力

^

所
窄
主
の
啊
久
た
る
を
問
は

.ず
雜
て
自
由
な
る
可
き
を
約
し
た
る
は

f

ほ

自
由
貨

i
の
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搖
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國
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た
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を
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を
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條
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條
約
に
は
依
然
舊
主
義
を

M

持
し
た
々
き
。

|

七
八
〇
年
を
の
率
先
し
て

「

第
一 

武
裝
中
立

」

を
唱
ふ

.十「

自
由
船
自
由
貨

」

の
新
原

則

を
主
張
し
且
つ
其
國
內
法
に

i

之
を
規
定
し 

た
れ
ど
も
八
八
年
瑞
典
ビ
戰
端
を
開
き
瑞
典
王
グ
ス
タ
グ
ス
三
世
が

r

武
装
中
立

」

の
諸
原
則
を 

破
S;

す
る
ビ
共
に
&
國
も
茆
こ
れ
を
放
棄
し
翌
八
九
年
蓝
月
六
日
そ
の
國
內
法
を
も
ー
變
し 

た

ぅ

き

『

第
一
武
裝
中
立

」

以
後
の
諸
條
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萄
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法
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又
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又
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